
店頭デリバティブ取引残高（平成31年（2019年）３月末時点）

１．総計

金利
（クロスカレンシー取引を除く）

金利
（クロスカレンシー取引分）

信用 為替 株式 総計

284.4 146.7 3.9 119.6 15.2 569.8

(117,998) (29,710) (2,455) (622,915) (3,792) (776,870)

254.5 122.2 2.7 98.5 0.8 478.8

(86,137) (24,191) (1,610) (200,963) (403) (313,304)

13.0 10.1 0.1 5.1 0.0 28.2

(25,890) (3,964) (60) (335,301) (6) (365,221)

16.8 14.4 1.2 15.9 14.4 62.7

(5,971) (1,555) (785) (86,651) (3,383) (98,345)

266.2 75.7 15.5 39.1 6.6 403.0

(59,707) (16,832) (21,418) (105,141) (11,116) (214,214)

5.8 6.2 0.1 3.4 0.2 15.7

(695) (2,358) (125) (195) (186) (3,559)

3,570.2 - 3.5 - - 3,573.7

(375,070) - (4,205) - - (379,275)

4,126.6 228.5 23.0 162.0 22.0 4,562.2

(553,470) (48,900) (28,203) (728,251) (15,094) (1,373,918)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

第一種金融商品取引業者

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重
複して計上している。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるもの
は、重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

上記計

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （件 ）


